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◆1.基本情報とその背景◆  

牛肉は、香港では用いられる機会の多い食材である。具体的には、西洋料理（ステー

キ、ローストビーフ、カルパッチョ、タルタル）として、また、中華料理（点心や炒め物

に加え「火鍋」と呼ばれるしゃぶしゃぶ料理等）としても活用される。牛骨やバラ肉から

抽出したスープをベースに作る「牛腩清湯麺（牛バラ麺）」や牛モツを使った「牛モツ

麺」は香港の名物の一つである。 

  

＜写真：牛モツ麺専門店（筆者撮影）＞ 

 

香港における牛肉を用いた日本料理としては日本同様、牛丼やステーキ、すき焼き、焼

肉、しゃぶしゃぶ、カツレツ、寿司、カレーなどが挙げられる。 

 ただし、香港では様々な民族が生活し往来しており、インドのヒンドゥー教信徒やタイ

の観音信仰に代表されるように、信仰によっては牛肉を食さない者もおり、牛肉入りの料

理は宗教による制限の影響を受ける場合がある。 

香港で流通している牛肉のうち、香港産の（香港で肥育、と畜された）生鮮牛肉はごく

わずかで、大半が輸入牛肉である。輸入牛肉の内訳は、詳細は後述するが、冷凍牛肉の輸

入量が冷蔵牛肉の輸入量を上回っており、他方、しゃぶしゃぶなどごく一部のメニューで

は冷蔵牛肉のニーズも存在する状況である。 

香港産の生鮮牛肉について、香港政府・漁農自然護理署1によると、2024 年には平均し

て 1 日あたり 25 頭の生鮮の食用牛2が、街市（公設市場）をはじめとした公設市場を介し

て小売市場へと流通している。また、生鮮牛肉の流通量は、2022 年は 1 日平均 33 頭、

2023 年は同 30 頭と年々減少傾向にある。 

  

＜写真：街市の牛肉店の様子（筆者撮影）＞ 

 
1URL : https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/index.html 
2URL : https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/agriculture/agr_fresh/agr_fresh_fur/files/Fact_sheet_on_food_supply_c_2024.pdf 
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街市3とは、当地における公設市場のことで、路面店或いはビル内に香港市民が生鮮食

料品を求め買い物にやってくるが、ここでは香港産の牛肉が内臓や皮がついたままの状態

で産地から運ばれ、生鮮品として販売されている。中国本土産あるいは香港産の食用牛

は、枝肉の状態で街市のそれぞれの店舗に運ばれ、店頭で部位ごとに解体し、吊るして量

り売りする方法が取り入れられている。そのため街市では牛肉の他、テールや骨、レバー

などの内蔵も販売されている。香港は一年の中で暑い時期が長いため、一部の店舗ではク

ーラーやミストをかけたり、冷房設備を導入したりすることで温度管理を図っているが、

基本的にはあまり厳密な温度管理が行われることはなく、常温で陳列・販売される場合が

多い。なお、一部の地場系スーパーマーケットでは、鮮度を重視する消費者のニーズに対

応し、冷蔵の枝肉を売り場で解体し、部位ごとに吊るして街市のように対面販売を行って

いる。 

 一方、日本産牛肉は、2001 年に BSE（牛海綿状脳症）が発生し日本産牛肉の香港での

輸入が禁止されたが、その後 2007 年に輸入は解禁され、現在に至るまで継続的に日本産

牛肉は継続して流通している。2007 年に日本畜産物輸出促進協議会（公益法人中央畜産会

内）が、「世界の人に和牛の美味しさを味わってもらいたい」という思いから制定した

「和牛統一マーク」は、香港でも一部のスーパーマーケットで使用されている。また、近

年は「山形牛」や「神戸牛」など独自のブランドのシールがトレー付きのパッケージに貼

られている場合が多い。 

  

＜写真：（左）香港 SOGO4における神戸牛/（右）City Super5における山形牛（筆者撮影）＞ 

 

解禁当時は日系或いは旧日系の高級スーパーマーケットのみで販売されていたが、現在

は日系スーパーマーケットのみならず、地場系スーパーマーケットの一部大型店やミニス

ーパー、冷凍畜産品専門店や EC サイトでも販売され、販売網の裾野は広がっている。香

港における日本産牛肉は、日本料理の食材として流通しているだけではなく、高級中華料

理や西洋料理の食材としても扱われている。 

 また、「牛海綿状脳症(BSE)」の関係もあり、日本産牛肉は豚や鶏に比べて食肉処理の

手続きが厳格に定められており、特定危険部位（全年齢の扁桃及び回腸遠位部、30 ヵ月齢

超の頭部＜舌、頬肉、皮を除く＞と脊髄及び脊柱）を除いた食肉のみが流通している。 

 

 
3URL : https://www.fehd.gov.hk/english/pleasant_environment/tidy_market/tidy_public_markets.html 

4URL : https://www.sogo.com.hk/tc 
5URL : https://online.citysuper.com.hk/zh/ 

https://www.fehd.gov.hk/english/pleasant_environment/tidy_market/tidy_public_markets.html
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◆2. 輸入状況と近年の動向◆  

香港では、前述のように 1 日平均で 25 頭程度しかと畜されておらず（牛肉の年間生産

量に換算するとおよそ 3,000 トン程度）、香港の牛肉消費量からすればごくわずかなシェ

アにとどまっており、香港で消費される牛肉のほとんどは輸入品である。 

香港に輸入される畜産品の中に牛肉が占めるシェアは、2024 年における輸入量では畜産

品全体の 28%を占めており家きん類に次いで多く、金額ベースでは最も多く同 39%を占め

ている（表１参照）。 

 表１：香港における畜産品の輸入構成(2024 年) 

 

 

 

農林水産省による「2024 年農林水産物・食品の輸出実績」によると、香港への日本産牛

肉の輸出額は 84.9 億円、輸出量は 1,818 トンで、日本産牛肉の三番目の輸出相手国であ

る。2024 年には輸出額全体の 13.1%を占めるなど、香港市場は日本にとって重要な牛肉輸

出先となっているが、香港の貿易統計で輸入相手の内訳を見ると、ブラジルと米国からの

輸入が全体の過半を占めており、日本産牛肉の輸入額は第４位、全体の 6.6%を占めてい

る。また、数量ではわずか 1.6%のシェアにとどまっている。（表２参照） 
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 表 2：香港における国別牛肉の輸入構成(2024 年) 

 

 

近年の牛肉の輸入状況をみると全体の輸入量・金額共に減少傾向である。ただし、2024

年は、金額ベースで前年比 10.6％増の 67 億 9,924 万ドル、数量ベースでは同 5.6％増

の 99,269 トンであった（表３参照）。主要輸入相手国の動向をみると、上位 4 カ国の輸

入額合計は全体の 80.9％を占め、数量では同 76.6％と大きなシェアを占めている。日本

からの輸入については、金額ベースで前年比 14.1％減の 4 億 521 万ドル、数量ベース

では同 2.1％減の 1,553 トンであった。 

表 3：香港における牛肉（生鮮・冷蔵・冷凍）の輸入推移 
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表 4：香港における牛肉（冷凍）の輸入推移 

 

香港では鮮度の高い食品が好まれる傾向があるものの、近年では冷凍牛肉が冷蔵の牛肉

よりも多く輸入されている。2024 年に香港に輸入された冷凍牛肉の量は全体で 92,599 ト

ン、冷蔵牛肉の量は全体で 6,670 トンと冷凍牛肉は生鮮・冷蔵牛肉の 13.9 倍輸入されてい

る。（表 4,5 参照） 

日本産牛肉に関しては冷蔵肉の約 2 倍の 1,035 トンの冷凍肉が 2024 年には香港に輸入

されている。また、日本産牛肉は、ステーキハウスやしゃぶしゃぶ専門店等で冷蔵の商材

が求められる場合が少なくなく、冷蔵の牛肉も輸入されている。ただし、近年の動向を見

てみると、2021 年をピークに数量・金額共に減少傾向であり、2024 年に香港に輸入され

た日本産冷蔵牛肉は、金額ベースでは前年比 25.0%下落し、数量ベースでは同 11.8%下落

している（表 5 参照）。 

表 5：香港における牛肉（生鮮・冷蔵）の輸入推移 
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◆3. 飲食業の動向◆  

香港の飲食店で日本産和牛のニーズがある部位は、サーロイン、テンダーロイン（ヒ

レ）、リブアイ、とされている。これらの部位のみを取引することも可能であるが、非常

に高価になるため、食品輸入商社は 2007 年に日本産和牛の輸入が解禁されて以降、一頭

買いにより和牛を日本から一頭まるまる輸入していた。サーロインなどの需要のある部分

を飲食店に卸しつつ、それ以外の部位については小売店に販売したり、自社直営で焼肉店

や鉄板焼き、カレー専門店、洋食専門店などを経営しそちらに回したりすることで消費し

てきた。このビジネスモデルは現在も残っているが、近年は、カット技術の普及もあり、

従来であれば飲食店向け販売需要がなかったが、「美味しく提供できる」ということで需

要が伸びている部位（ウデやウチモモ・ソトモモなど）も出てきているとのことである。

ジェトロでは 2013 年、香港の公立料理学校である CCI6との共催で、業界向けの和牛講座

を行い、カット技術によってロイン系以外の部位も美味しく食べられる、と PR した経緯

がある。 

日本産牛肉を取り扱う食品輸入商社や飲食店料理長からのヒアリングによると、和牛の

名前をメニューに冠すると、プレミアム感が出て料理の単価を上げることができるため、

A5、A4 ランク7といった高級食材としての和牛のニーズは引き続きあるとのことであっ

た。しかしながら、近年は景気の影響や中国本土の低価格帯の商品の影響があり、より安

価なメニューの開発が求められているところ、飲食店は、日本産牛肉の中でもより安価な

商材の仕入を求める傾向があり、たとえば、焼肉店ではロースやヒレの部位を単品で提供

するだけではなく、廉価な価格帯のランク・部位も含めたセットメニューを提供してお

り、しゃぶしゃぶ専門店でも同様であるとの見解が示された。 

また、メニューの中に「Wagyu Beef」と明記されている場合でも、蓋を開けてみると

日本産和牛ではなく、安価なオーストラリア産 Wagyu や米国産 Wagyu が用いられるケー

スは近年でも続いている。 

 

◆4. 小売業の動向◆  

香港における牛肉小売販売は、上記の街市のみならずスーパーマーケットでも流通して

いる。スーパーマーケットは富裕層向け、アッパーミドル、ローワーミドル、ローワーと

いう分類と、地場系、中国本土系、日系、旧日系、韓国やタイなどの外国系という分類に

分けられるが、いずれのカテゴリーでも地域性や店舗の性質によって対面販売とトレー販

売が行われている。そのほとんどが冷凍肉を解凍しスライスした状態で販売されており、

一部の店舗では冷凍肉のまま販売されている。また、いずれのカテゴリーでも対面販売の

場合はブランド牛が販売され、トレー販売ではブランド牛及びノンブランドの牛肉が販売

 
6URL : http://www.cci.edu.hk/cci/html/tc/ 
7URL : https://www.jmga.or.jp/standard/beef/ 
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されている。City Super のような富裕層向けスーパーマーケットでは、日本産ブランド牛

のみならず、米国産やオーストラリア産、韓国産ブランド牛も同様に販売されている。 

 

 

＜写真：City Super における牛肉売り場の様子（筆者撮影）＞ 

 

表１ 香港におけるスーパーマーケット・食品小売店 

 

 

  前述のように香港ではアンガスビーフや和牛（Wagyu）といったブランド牛が扱われて

いる。それらブランド牛が正規代理店を通して仕入れられ、正規販売店として販売してい

ることの証として以下写真のように証明書を売り場に飾る小売店も少なくない。たとえ

ば、旧日系スーパーマーケットである YATA（一田）8の場合、カナダビーフ及びオージー

 
8URL : https://www.yata.hk/tch/?uuid=J5Zx2aJBACpYtsQW3741 
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ビーフ・ラムの正規販売店として、各国の牛肉生産者団体が発行した証明書を、店頭に掲

示している。 

   

  

＜写真：YATA の牛肉売り場の様子（上段）/ SOGO の牛肉売り場の様子（下段）（筆者撮影）＞ 

 日本産牛肉に関しても同様に佐賀牛や神戸牛などのブランド牛は正規代理店を通して輸

入され、正規販売店を通して販売され、販売店の店頭では、証明書の代わりとして、各県

のブランド牛であることを示す象徴的なプレートが店内に掲示されている場合が多い。な

お、香港では産地が明確ではないが日本産の牛肉も流通している。独自で調査をしたとこ

ろ、主に対面販売では産地が明確なブランド牛が、トレー付きで販売する場合は「黒毛和

牛」あるいは「日本産和牛」として販売される場合が多い。 

 

◆4. 小売価格◆  

香港における地場系スーパーマーケットで高価格帯の牛肉を対面販売するのと同様に、

日系及び旧日系スーパーマーケットでは、高価格帯のブランド牛を量り売りで対面販売し

ている。それらの多くは日本産ブランド牛だが、オーストラリア産や米国産などのブラン

ド牛も取り扱っている。また、昨今では、「Great9」や「Taste10」等、地場系高級スーパ

ーマーケットの対面販売の売り場で日本産牛肉を取り扱う店舗も存在している。 

香港では、前述の街市の冷凍高級畜産品取り扱い店舗や、スーパーマーケットでの対面

販売及びトレー販売以外にも、冷凍の一次産品を主に販売している冷凍品の専門店や、

Okashi land11や 759 阿信屋12のように冷凍設備を持つ一部のミニスーパーでも日本産牛肉

は流通しており、その裾野は広がっている。 

 
9URL : https://www.aswatson.com/our-brands/food-electronics-wine/great/ 

10URL : https://www.facebook.com/TASTEsupermarkethk/ 

11URL : https://www.okashiland.com 
12URL : https://759store.com 
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ジェトロが 2024 年 11 月～2025 年 2 月にかけて現地市場価格調査を行ったところ、ア

ッパーミドル向けスーパーマーケットにて対面販売で量り売りとして販売される牛肉は

100g あたりで、M8 テンダーロイン・オーストラリア産和牛が 128.0 香港ドル（約 2,560 

円） 、アメリカ産 Wagyu・サーロインが 100g で 110 香港ドル（約 2,000 円）、一方

飛騨牛リブアイが 100g で 228 香港ドル（約 4,560 円）である。 

 

香港における牛肉の小売販売価格(2024 年/2025 年) 

 

＜2025 年 3 月ジェトロ香港調べ＞ 

 

◆5. 流通経路◆  

香港における香港産および中国本土産牛肉は、食品卸売市場を経由せず、食品輸入卸を

経由して輸入された牛肉を飲食店や小売店に直接納入される場合がほとんどであり、米国

産やオーストラリア産同様、日本産牛肉も食品輸入卸を経由して輸入され、飲食店や小売

店に納入されている。 
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日本産牛肉は、香港への輸出が厚生労働省により認可されている牛肉取扱施設13でと畜

された牛肉が輸出される。言い換えれば、冷凍であれ生鮮であれ、加工品ではない生肉と

みなされる牛肉は、香港輸出が認可された牛肉取扱施設でと畜された牛肉のみ輸出が可能

である。現状、日本国内に 15 か所ある牛肉取扱施設では、枝肉を洗浄、と畜、検査、計

量してパック詰めを一貫して行い、香港の消費者の手元にまで届く体制を敷いている。 

日本産牛肉を輸入した香港の食品輸入商社は卸売業を兼ねる場合が多い。輸入した商材

を飲食店のニーズに合わせて食品工場でカットやスライスをする、あるいは小売店に売場

を設けている場合は売り場でカットやスライスを行っている。 

 

◆6. ルール・規制◆ 

１. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等） 

 香港で日本からの牛肉に係る家畜感染症関係では特別な輸入規制はない。ただし、以下の

2 つの点には留意が必要である。1 つは、香港と日本の政府が共に認めた牛肉取扱施設を経

由して輸出されること。もう 1 つは、放射性物質検査である。 

香港へは日本産骨付き、骨なしの牛肉の輸出が可能だが、牛海綿状脳症（BSE）の特定危

険部位である扁桃、回腸遠位部、月齢 30 カ月以上の頭部（舌・頬肉・皮を除く）ならびに

脊髄および脊柱の除去が必要である。また、香港政府が求める条件を満たす施設として厚生

労働省が認定した施設で、と畜・解体から分割までが一貫して行われている。 

  東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、日本から輸入される 5 県（福島県、茨

城県、栃木県、群馬県、千葉県）の食品のうち、食肉については、放射性物質検査の結果、

香港の放射性物質の基準に適合していることを証明する政府機関発行の証明書が必要であ

る。 

香港による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について：農林水産省 (maff.go.jp) 

 

 生肉入り冷凍ギョーザ、生肉入りハンバーグ、半熟ローストビーフなどについては、一般

加工食品の扱いになるため、認定施設での処理は必要ない。 

香港向けの生肉を含む畜産加工品の輸入運用が変更に(香港) | ビジネス短信 ―ジェトロの

海外ニュース - ジェトロ (jetro.go.jp) 

 ただし、ハンバーグのように部位が不明であるひき肉を香港に輸出する際には、輸入許可

証、輸入ライセンス、衛生証明書及び輸出検疫証明書が必要である。そのため、生肉のハン

バーグを輸出する際には上記許可証が必要となる。 

 

 

 

 

 
13URL : https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/attach/pdf/yusyutu_shinsei_asia-776.pdf 

https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/hk_shoumei.html
https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/hk_shoumei.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/09/afba1ca5f98040b8.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/09/afba1ca5f98040b8.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/09/afba1ca5f98040b8.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/09/afba1ca5f98040b8.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/09/afba1ca5f98040b8.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/09/afba1ca5f98040b8.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/09/afba1ca5f98040b8.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/09/afba1ca5f98040b8.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/09/afba1ca5f98040b8.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/09/afba1ca5f98040b8.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/09/afba1ca5f98040b8.html
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・インジェクションミートに関して 

1976 年に施行された「公共衛生及び市政規則」第 132 章 51A 条（1）項14により、牛肉

の赤身部分に牛脂や軟化剤などの調味液を注入し、霜降り肉のように加工し偽造した食肉、

インジェクションミートの輸入及び販売は違法である。食用として販売する目的で展示も

しくは所持する場合も違法である。人向け食品の場合、水や油などを注射などの方法で液体

を注入した動物・鳥類・爬虫類の枝肉・精肉・内臓などが対象となる15。 

  

＜写真：Daily mail, Goo ブロックより＞ 

 

・成形肉に関して 

香港では、ペットフード以外の食用野生動物の輸入は禁じられている。そのため、成形肉

は野生のジビエが加えられていないことが前提となる。 

成形肉は、製造工程において肉の中心部が有害な細菌に汚染される可能性があるので、中

心部まで火が通るように十分に加熱調理する必要がある。そのため、食物安全中心では、製

品パッケージに「成形肉」と表示し、食品の安全性を確保するための適切な保管および調理

方法を示すよう推奨している16。商品データを用いて具体的な手続きについては担当部署

（fsc@fehd.gov.hk）に問い合わせをする必要がある。 

 

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等（輸出者側で必要な手続き） 

 生鮮、冷蔵および冷凍の牛肉を輸出する際には、厚生労働省が認定した施設でと畜・食肉

処理を行うとともに、指定された食肉衛生証明書および輸出検疫証明書の取得が必要であ

る。 

（認定施設リスト  ：アジア | 証明書や施設認定の申請：農林水産省 (maff.go.jp)） 

（輸出検疫証明書：偶蹄類の畜産物の輸出：動物検疫所 (maff.go.jp)） 

 

3. 動植物検疫の有無 

 日本から香港に牛肉を輸出する場合、厚生労働省が認定した施設でと畜・食肉処理を行う

とともに、地域ごとに指定された食肉衛生検査所の発行する食肉衛生証明書および動物検

疫所が発行する輸出検疫証明書の取得が必要である。 

 
14URL : https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132 

15URL : https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/whatsnew/whatsnew_fst/whatsnew_fst_injected_meat.html 
16URL : https://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fst/whatsnew_fst_Formed_Meat.html 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html
https://www.maff.go.jp/aqs/hou/exguuteirui2.html
https://www.maff.go.jp/aqs/hou/exguuteirui2.html
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 香港へは日本産骨付き、骨なしの牛肉も輸出が可能である。ただし、月齢 30 カ月以上の

背骨がついた牛肉、扁桃腺、および回腸の末端は輸入禁止されている。 

 

４．その他の関連リンク 

関係省庁     

香港食品安全センター（CFS）（英語）          

香港食物環境衛生署（FEHD）（英語）          

根拠法等 

香港特別行政区基本法「輸入猟獲物、肉類、家きんおよび卵規則」（Cap.132AK Imported 

Game, Meat, Poultry And Eggs Regulations）（英語）       ／ （ジェトロ仮訳） 

 

その他参考情報 

農林水産省「農林水産物等の輸出におけるよくある相談」          

香港食品安全センター「日本産食品の輸入規制に関する最新情報」（Latest update on 

Import Control on Japanese Food (as at 2021)）（英語）          

農林水産省「アジア | 証明書や施設認定 

 

5．輸入手続き 

A.香港の輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等（輸入者側で必要な手続き） 

冷凍または冷蔵の牛肉（食用肉類）を輸入するためには「輸入猟獲物、肉類、家きんおよ

び卵規則」（Cap.132AK Imported Game, Meet, Poultry And Eggs Regulations）によっ

て、事前に香港食物環境衛生署 （FEHD）から輸入ライセンスを取得する必要がある。ま

た、このライセンスは香港食品安全センター（CFS）に登録した輸入業者のみに発行される。

冷凍または冷蔵の食用肉類を輸入する業者はまず CFS に企業登録する必要がある。 

（Cap. 132AK Imported Game, Meat, Poultry and Eggs Regulations (elegislation.gov.hk)） 

（ジェトロ仮訳） 

また、「輸入猟獲物、肉類、家きんおよび卵規則」（Cap.132AK Imported Game, Meet, 

Poultry And Eggs Regulations）の Regulation 4（1）（a）において輸入業者は、日本から

食肉を輸入する際には、食品環境衛生局長が認めた発行機関の各種証明書（牛肉については

厚生労働省が発行した食肉衛生証明書および動物検疫所が発行した輸出検疫証明書）とと

もに輸入することが義務付けられている。 

（ Guide to Import of Game, Meat, Poultry and Eggs into Hong Kong (cfs.gov.hk) ） 

 

B.輸入通関手続き（通関に必要な書類） 

https://www.cfs.gov.hk/english/index.html
http://www.fehd.gov.hk/english/index.html
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132AK
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132AK
https://www.jetro.go.jp/world/asia/hk/law/
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_faq/livestocks/answer01.html
https://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_rafs/latest_update_japanese_food_2021.html
https://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_rafs/latest_update_japanese_food_2021.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132AK
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132AK
https://www.jetro.go.jp/world/asia/hk/law/
https://www.cfs.gov.hk/english/import/import_icfsg_04.html
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輸入ライセンス（冷凍および冷蔵の食用肉類の場合）、香港食物環境衛生署（FEHD）が

認定する日本で発行された食肉衛生証明書、輸出国の管轄権を有する当局（日本の場合は動

物検疫所）によって発行された輸出検疫証明書が必要となる。 

また、輸入（船積、空港貨物）商品にはすべて輸入陳述書（Import Statement）を添付し

ます。輸入商品に課税商品を含まない場合は、その旨を明記した陳述書を添付しなければな

りません。輸入陳述書の添付は、「課税商品条例第 109 条」 （Cap.109 Dutiable Commodities 

Ordinance）により義務付けられている。 

（ Cap. 109 Dutiable Commodities Ordinance (elegislation.gov.hk) ） 

 通関に伴う提出書類は次のとおりである。 

・積荷目録（マニフェスト） 

・エアウェイビル（航空貨物運送状）、オーシャン B/L（船荷証券）、またはほかの同様の

書類 

・インボイスおよびパッキングリスト 

・引渡し指図書（リリースレター）または貨物保管通知 

・衛生証明書、輸出検疫証明書 

・5 県（福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県）については、日本の政府機関が発行す

る放射性物質検査証明書など 

 

C.輸入時の検査・検疫 

香港では「公衆衛生および市政条例第 132 章第 59 条」（Cap.132 Section59 The Public 

Health And Municipal Services Ordinance）に基づき、香港食物環境衛生署（FEHD）が

輸入食品を検査する権限を有している。輸入時における通関では、積荷目録（マニフェスト）

などの書類の検査、および必要に応じて輸入される商品のサンプル検査が行われる。サンプ

ル検査に関しては以下食品監視プログラム（Food Surveillance Programme）を参照のこと。 

（ Part V (Food and Drugs) of the Public Health and Municipal Services Ordinance (Cap. 

132) (Highlights) (cfs.gov.hk)） 

（ Food Surveillance Programme (cfs.gov.hk) ） 

また、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、日本から輸出される 5 県（福島

県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県）の食品のうち、食肉については、輸入時に香港側で

全ロット検査が行われており、国際食品規格委員会（Codex Alimentarius Commission）の

定めた基準を超えるものは即座に差し押さえられ、処分される。 

ただし、上記 5 県以外の産地、ならびにこれら 5 県に対する特別な規制を設けていない

品目に関し、日本産食品の航空便と船便の到着時に義務付けていた貨物ごとの放射性物質

検査については 2021 年 1 月 1 日から一部廃止され、サーベイランス検査（一定頻度の抜き

取り検査）に移行した。 

https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap109
https://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_list.html
https://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_list.html
https://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_fs/programme_fs.html
https://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_fs/programme_fs.html
https://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_fs/programme_fs.html
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食肉、鶏卵、原皮を輸出する場合には、動物検疫所が発行する輸出検疫証明書が必要です。

生体を輸入する場合は、基本的に衛生証明書の提出および文錦渡動物検査所（Man Kam To 

Animal Inspection Station）での検疫を受ける必要がある。また、香港に輸入されるあらゆ

る製品に共通して、輸入時のランダム検査の対象となる可能性がある。 

 

D.関税 

関税：なし 

輸出に関わるその他の税：なし 

 

 

 

◆参照：日本産牛肉を扱う主なプレーヤー◆  

 

＜小売店＞ 

AEON Style 

所在地：Units 07-11, 26/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, New 

Territories, Hong Kong 

Tel: 852-2565-3600 

URL: http://www.aeonstores.com.hk/  

 

APITA (Unicorn Stores ) 

所在地：Cityplaza 2, 18 Taikoo Shing Road, Quarry Bay, Hong Kong 

Tel: 852- 2885-0331 

URL: https://apitauny.com.hk/?lang=ja  

 

City!Super 

所在地：香港九龍觀塘巧明街 110 號興運工業大廈 2 字楼  

Tel: 852-3960-9300 

URL: https://online.citysuper.com.hk 

Facebook:  fb@ceccoils.com 

 

Don Don Donki（PPIH） 

所在地：21/F, Mira Place Tower A, 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 

Kong 

Tel: 852-3904-1481 

URL: https://www.dondondonki.com/hk/  

http://www.aeonstores.com.hk/
mailto:fb@ceccoils.com
https://www.dondondonki.com/hk/


 17 

 

香港 SOGO 

所在地：555 Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong 

Tel: 852-2833-8338 

URL: http://www.sogo.com.hk/ 

 

PARKn SHOP 

Tel: 852-2690-0948 

E-mail: parknshop.info@asw.com.hk 

URL: https://www.pns.hk/zh-hk/ 

 

Wellcome 

所在地：11/F Devon House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong 

Tel: 852-2299-1888 

URL: https://www.dairyfarmgroup.com/en-US/Home  

 

YATA 

所在地：Unit No. 901-910, 9/F.,Tower 1 Grand Central Plaza, No.138 Shatin Rural 

committee Road, Shatin, NT, Hong Kong 

Tel: 852-2634-2070 

URL: http://www.yata.hk  

 

＜日本産牛肉品を取り扱う輸入商社＞ 

 

但馬屋（香港）有限公司 

所在地：香港九龍長沙灣 長義街 2-4 號 新昌工業大廈 7 樓 704A 及 704B 室 

E-mail: enquiry@tajimaya.com.hk  

URL: https://www.tajimayahk.com 

 

Elite Fresh Food Ltd. 

所在地：Room 1406-08, 14/F Hong Kong Plaza, 186-191 Connaught Road West, 

Hong Kong  

Tel: 852-2546-1757 

URL: https://elitegroup.com.hk  

 

 

http://www.sogo.com.hk/
mailto:parknshop.info@asw.com.hk
https://www.pns.hk/zh-hk/
https://www.dairyfarmgroup.com/en-US/Home
http://www.yata.hk/
mailto:enquiry@tajimaya.com.hk
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Go Go Foods Co. Ltd. 

所在地：Unit 1214, 12/F, Chai Wan Industrial City, No. 60 Wing Tai Road, Chai Wan, 

Hong Kong 

Tel: 852- 2515-3300 

URL: http://www.gogofoods.com.hk 

 

全農國際香港有限公司 

所在地：Unit 2309-10, 23/F, Millennium City 5 – BEA Tower, 418 Kwun Tong Road, 

Kuwn Tong, Kowloon, Hong Kong 

Tel: 852- 29739015 

URL: http://www.zennoh-intl.com 

 

大發行食品公司 

所在地：香港鴨利洲利興街 10 號港灣工貿中心 1008 室 

Tel: 852-2540-6877 

URL: http://tfhco.com.hk  

 

力生控股集團 

所在地：香港新界荃灣沙咀道 26-38 號 匯力工業中心 11 樓 02,06,07,10 室及 17 樓 16 室 

Tel: 852-2690-9800 

URL: http://nicsang.com 

 

宏峰食品有限公司 

所在地： 香港 柴灣新業街 6 號安力工業中心 11 楼 1104 室 

Tel: 852-3525-1155 

URL:  http://www.winfulfood.com/chi/default.asp 

 https://www.facebook.com/winfulfood/ 

 

和牛達人香港有限公司 

所在地：香港九龍土瓜灣土瓜灣道 84 號環凱廣場 7 樓 712-713 室 

Tel: 852-3154-9060 

 

 

 

 

 

http://nicsang.com/
http://www.winfulfood.com/chi/default.asp
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【免責条項】本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任において

ご使用下さい。輸出支援プラットフォームでは、できる限り正確な情報の提供を心掛けて

おりますが、本レポートで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事

態が生じたとしても、輸出支援プラットフォームおよび執筆者は一切の責任を負いかねま

すので、ご了承下さい。 

 

 

執筆：農林水産物・食品 輸出支援プラットフォーム  

 

本レポートに関する問い合わせ先： 

農林水産物・食品 輸出支援プラットフォーム 香港 

TEL：852-2526-4067 

 

 


